
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２９年３月２３日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） スマートコンセント（消費電力モニター機能のみ） 

１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
当該製品は、一般家庭の壁コンセントの内側に取り付けることにより、コンセン

トに接続された電気製品の消費電力を測定し、そのデータを無線でパソコンに送る

ことができるものである。 
 
 
 
 
○構造、仕様、意匠 
 一般家庭の２口コンセントの裏側から差し込み、電源入力端子に屋内配線を接

続することにより、コンセントに接続された電気製品の消費電力を測定するもの

で、測定データはＩＥＥＥ８０２．１５．４のプロトコルにより無線で送信され

る。消費電力を測定するＡＣ回路に、それをＯＮ／ＯＦＦする点滅機構は有さない。 
 
 定格：ＡＣ１００－１３０Ｖ、１５Ａ、１５００Ｗ 
 
○主な使用者、販売先 
 ハウスメーカ・工務店等に販売し、電気工事士が設置して一般消費者が使用する。 
 
 
 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
 電気用品安全法上、非対象として取り扱う。 
 
 
 
（理由） 
 本製品は、政令・省令で定める電気用品名に該当するものがないため、非対象と

して取り扱うことが妥当と判断する。なお、感電等のための対策が必要なものであ

り、電気工事士による施工が必要な組込み部品と考えられる。また、参考までであ

るが、「コンセント」等へ組み込んで販売する場合、組込後の最終製品は、「その他

の差込み接続器」等の該当電気用品で取り扱う。 
 
 
 

 


